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はしがき 

 

1. 「産業保健専門職のための国際倫理コード」が、すべての医師のための倫理コードとは別個に、

国際産業保健学会（ICOH）によって採用されてきたのには、いくつかの理由があります。１つの理由

は、労働者、事業者、公衆、公衆衛生および労働所管機関、また社会保障および司法所管機関のよう

な他の機関にたいして産業安全保健専門職が負っている複雑でときには競合する責任が、ますます認

識されていることです。もう１つの理由は、産業保健サービスが義務的ないし自主的に設立されてき

た結果、産業安全保健専門職の数が増加してきていることです。さらにもう１つの要因は、さまざま

な職業に属する専門職が産業保健サービスに関与するようになっていることを示す学際的なアプロ

ーチが産業保健において新たに発展していることです。 

 

2.  「産業保健専門職のための国際倫理コード」は、企業内においてと民間および公共部門にお

いて労働と関係した安全、衛生、保健、環境問題に関して課題を遂行し責任を負っている多くの専門

職群を対象としています。このコードの目的からみて、産業保健専門職という場合は、産業保健の課

題を遂行する上で専門職として積極的に関与することを共通の任務としている人々を広く指してい

ます。このコードは、個人の資格で行っている場合と、依頼者および顧客にサービスを提供している

組織または事業体の一部として行っている場合の双方を含む産業保健専門職の諸活動を対象として

います。このコードは、競争原理のもとにある自由市場で活動しているか、公共部門保健サービスの

枠組み内で活動しているかを問わず、産業保健専門職と産業保健サービスとに適用されます。 

 

3. 1992年の国際倫理コードは、産業保健における倫理の一般原則を定めました。これらの原則は

今なお妥当ですが、産業保健が行われる環境が変化しているもとで適切であり続けるよう更新し、言

い換える必要があります。このコードはまた、現在用いられている用語を使って定期的に解釈し直し

ていく必要があり、公的および専門的な討議に新たに現れてくる産業保健倫理問題を取り上げていく

必要があります。労働条件と社会的要求における変化は、社会における政治的および社会的発展によ

ってもたらされる変化も含めて、考慮に入れられるべきです。これらの変化には、利用価値と継続的

な質の向上および透明性に関する要求、世界経済のグローバル化と国際貿易の自由化、技術的発展と

生産およびサービスの不可欠な要素としての情報技術の導入などがあります。これらのすべての側面

は、産業保健活動のすすめ方に波及効果をもち、それによって、産業保健専門職の専門職としての行

動規範と倫理とに影響を及ぼします。 

 

4.  「産業保健専門職のための国際倫理コード」の策定は、1987年にシドニーでICOH理事会によ

って討議されました。草案がモントリオールで理事に配布され、1990年末と1991年初めに公開討議に

付されました。1992年の産業保健専門職倫理コードは1991年11月29日にICOH理事会によって承認され、

1992年に英語とフランス語で刊行され、1994年および1996年に再版され、8ヶ国語に訳されました。 

 

5. ICOH理事会が1993年に、「産業保健専門職のための国際倫理コード」を適時更新するために、

また産業保健における倫理問題全体をフォローアップする目的で、作業グループを設立しました。

1993年から1996年にかけて、この作業グループは3名の委員（G.H. Coppee博士、P. Grandjean教授と

P. Westerholm教授）と、意見を述べて修正点を提案した17名の協力委員とから構成されました。1997

年12月にG.H. Coppee博士とP. Westerholm教授は、倫理コードの抜本的な改定が当時必要と認められ

ないこと、しかし本文のいくつかの部分が明確でなかったり正確にする必要があったりするので部分

的な更新は根拠があることについて、ICOH理事会と一致しました。しかし、ICOHが対処する必要のあ

る新しい問題点と主題についてコードを補足するためのさらに大幅な見直しに取り組むべきことが

指摘されました。 

 

6. 再編成された産業保健倫理作業グループ委員（J.F. Caillard教授、G.H. Coppee博士とP. 
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Westerholm教授）の会議が1999年12月１４日と15日にジュネーブで開催され、1993年から1999年まで

の期間に寄せられた1992年倫理コードに関する意見、とくに協力委員からの提案を検討しました。そ

の目的は1992年倫理コードを改定せずに部分的に更新することにあったので、もとの構成は保たれま

した。同様に、各条の表現と条数はそのまま保たれましたが、本文をより系統的に再編するために協

力委員が提出した提案に基づいたいくつかの改善点が組み込まれました。 

 

7. 1992 年コードは、規範的な用語による条文に述べられた基本原則と実務ガイドラインとからな

っていました。このコードは、産業保健における倫理の教科書として書かれたものでなく、今もそう

ではありません。この理由から、条文には解説が付されませんでした。産業保健専門職とその団体と

が具体的な状況におけるコードの規定の適用条件をさらに定める上で積極的な役割を果たしていく

べきである（例えば、技術的および倫理的討議を促進するためにコードの規定を用いて事例研究やグ

ループﾟ討議と訓練ワークショップを開催したりすることにより）と考えられます。 

 

8.  多数の特定側面についてのさらに詳細な指針は、特定専門職にたいする国別倫理コードまた

はガイドラインに述べられていることに留意すべきです。さらに、この倫理コードは産業保健専門職

の行動、あるいは労使や他の専門職および公衆との関係についてすべての実施領域あるいは側面を対

象とするものではありません。研究活動については、専門職倫理のいくつかの側面は特定の専門職（例

えば、技術者、看護師、医師、衛生技術者、心理学者、監督官、建築家、設計者、作業組織専門家）

にとって特異的なものであり追加的な倫理指針を必要とすることは、認知されています。 

 

9. この倫理コードは、産業保健における価値と倫理原則を専門職の行動規範として解釈すること

を試みています。このコードは、産業保健活動を遂行するすべての人々に指針となるものであり、そ

れらの人々の実績を評価する基準を設定するためのものです。この文書は、国別倫理コードの策定と

教育に用いることができます。この文書は、自主的に採用することができ、また、専門職の行動を定

め評価する基準として役立てることができます。その目的は、すべての関係者間の協力のための共通

原則の設定に寄与することにもあり、また産業保健におけるチームワークと学際的アプローチを促進

することにもあります。このコードは、従来認められてきた実践からの脱却を根拠付けたり正当化し

たりするための枠組みとなり、自らの側の理由を明示しない人々に挙証責任を課そうとするものです。 

 

10. ICOH理事会はこの倫理コードの更新を補佐したすべての人々、とくに作業グループ委員であ

る委員長およびコーディネーターのG.H. Coppee博士（2000年8月までILO勤務）、P. Westerholm教授

（スウェーデン）、1998年7月以降参加したJ.F. Caillard教授（フランス、2000年8月までICOH会長）、

また2000年9月以降参加したG. Shaeck教授（ドイツ）とW.M. Coombs博士（南アフリカ）、および協

議に加わった専門家のJ.L. Baudoin氏（カナダ）、A. David教授（チェコ共和国）、M。S. Franke教

授（米国）、T. Guidotti教授（米国）、J. Jeyaratnam教授（シンガポール）、T. Kalhoule博士（ブ

ルキナファソ）、Ｋ. Kogi博士（日本）、M.Lesage博士（カナダ）、M.I. Mikheev博士（ロシア）、

T.Nilstun博士（スウェーデン）、S.Niu博士（中国）、T. Norseth教授（ノルウェー）、I. Obadia

氏（カナダ）、C.G.Ohlson博士（スウェーデン）、C.L.Soskolne博士（カナダ）、B. Terracini教授、

K. van Damme博士（ベルギー）に謝意を表します。 

 

11. 「産業保健専門職のための国際倫理コード」の2002年更新版は2001年中に理事に意見を求め

るために回覧され、ICOH理事会によって2002年3月12日に刊行が承認されました。 

 

12． 倫理が明確な境界のない主題であると考えられるべきこと、そして相互作用、学際的協力、

協議と参加を必要とすることを、強調すべきです。倫理がもたらす最終的結果よりも、その過程がよ

り重要であることが知られます。産業保健専門職にとっての倫理コードは、決して「究極的」なもの

と考えるべきではなく、産業保健領域の人々全体とICOHが関与し、また事業者組織と労働者組織を含
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む安全保健と環境問題にかかわる他の諸組織が関与する動的な過程にとっての里程標であると考え

るべきです。 

 

13. 産業保健における倫理が、本質的には多くの当事者間の相互作用の領域であることは、強調

しすぎることはありません。良質の産業保健は包括的なものであり、排他的なものではありません。

専門職としての行動基準の策定と実施は、産業保健専門職だけがかかわるのではなく、それら専門職

の実践により利益を受けたり、脅かされたりする人々も、その健全な実施を支えたり、その短所を批

判したりする人々もかかわるものです。従って、この文書は常に見直されていくべきであり、必要に

応じて改定していくべきです。その内容の改善についての意見の送り先は国際産業保健学会事務局長

です。 
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はじめに 

 

1. 産業保健活動の目的は、労働者の健康を保護し増進させること、かれらの作業能力と力量を維

持し向上させること、すべての人の安全で健康な作業環境の確立と維持に寄与すること、また、労働

者の健康状態を考慮しながら労働者の能力への作業の適合を促進することにあります。 

 

2. 産業保健の分野は広範囲にわたり、雇用により生じるすべての損傷、作業による傷害、作業関

連障害の予防を対象とし、職業性疾病および労働と健康の間の相互作用に関係するすべての側面が含

まれます。産業保健専門職は、可能なときはいつでも、安全保健設備、適切な作業方法と手順および

安全な作業慣行の設計と選択にかかわるべきであり、またこの分野への労働者の参加と、その経験に

基づく意見の提出とを奨励すべきです。 

 

3.  産業保健専門職は、公正の原則に基づいて、労働者が健康上の欠陥や身体障害にかかわらず

雇用され、その職を維持できるように労働者を援助すべきです。ジェンダー、年齢、生理的状態、社

会的側面、情報伝達バリアやその他の諸要因によって定まる特定の産業保健ニーズが労働者に存在す

ることを正しく認識すべきです。このようなニーズは、労働に関係した健康保護を適切に考慮に入れ、

また差別のおこる可能性を排除して、個人ごとに満たされるべきです。 

 

4. このコードの目的上、「産業保健専門職」と言う場合は、専門職の資格において、産業安全保

健上の課題を遂行するか産業保健サービスを提供し、あるいは産業保健活動にかかわるすべての人々

を意味します。産業保健は技術的、医学的、社会的および法的側面を含む技術と健康との接点で行わ

れるので、広範囲の学問分野が産業保健に関わります。産業保健専門職には、産業医と産業看護職、

労働監督官、産業衛生技術者と産業心理学者が含まれ、また、人間工学、リハビリテーション治療、

災害防止、作業環境改善にかかわる専門家、産業安全保健研究者が含まれます。学際チームによるア

プローチの枠組み内でこれらの産業保健専門職の専門能力を動員していくのが、今の動向です。 

 

5. 化学、毒性学、工学、放射線保健、疫学、環境保健、応用社会学、保険業務と健康教育などの

さまざまな学問分野からの他の多くの専門職もまた、産業保健活動にある程度までかかわっています。

さらに、公衆衛生と労働所管機関、事業者、労働者とその代表および救急処置要員が、不可欠な役割

を果たしており、職業上は産業保健専門家ではなくても、産業保健方針とプログラムの実施に直接の

責任を負っています。そしてまた、弁護士、建築士、製造業者、設計者、作業分析者、作業組織専門

家、技術学校と大学および他の機関の教職、さらにメディア関係者のような他の多くの専門職が作業

環境と労働条件の改善に関して重要な役割を果たしています。 

 

6. 「事業者」の用語は、相互の合意に基づいて雇用している労働者にたいして公認された責任、

積極的関与と義務を有する人を意味します（自営業者は、事業者であるとともに労働者であるとみな

されます）。「労働者」の用語は、フルタイムであれ、パートタイムであれ、臨時であれ、事業者の

ために労働する人を意味します。この用語は、ここでは、管理者と自営業者を含めたすべての従業員

を対象とする、広い意味で用いられます（自営業者は事業者と労働者の双方の義務を有するとみなさ

れます）。「所管機関」の表現は、規則、命令または法的効力をもつその他の指示を制定する権限を

もち、かつその実施の監督と施行を任務とする所管大臣、政府部局と他の公共機関を意味します。 

 

7. 産業安全保健事項に関係し関与する人々には、広範囲にわたる任務、義務と責任が存在し、さ

らに複雑な相互関係があります。一般に、義務と責任は、法規により規定されています。各事業者は

雇用している労働者の健康と安全にたいする責任を有します。各専門職は、その任務の性質に基づく

責任を有します。産業保健専門職の役割を明確に定めることが重要であり、また経済的、社会的政策

と環境および保健政策の範囲内で他の専門職と所管機関との関係、そして労使と産業保健専門職との
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間の関係を明確に定めることが重要です。このためには、産業保健専門職の倫理に関して、またその

専門職としての行動基準に関して、明確な見解をもつことが必要です。いくつかの専門領域の専門家

が学際アプローチにそって協力するさいには、これらの人たちは、共有する一連の価値に基づいて行

動するよう努力すべきであり、お互いの任務、義務、責任と専門職基準について理解すべきです。 

 

8. 産業保健専門職の機能遂行条件と、産業保健サービスの運営条件のなかには、活動の定期的な

計画と見直しや、労働者と経営者間の継続協議などのように、法規によって規定されているものが多

く見られます。適切な産業保健活動のための基本的要求事項には、専門職としての完全な独立性が含

まれます。すなわち、産業保健専門職は、事業場内で労働者の健康保護と安全のためにその知識と良

心とに従って判断し助言することができるように、その機能遂行に当たっての独立性を維持しなけれ

ばなりません。産業保健専門職は、良好な実践と最高の専門職基準とに従ってその活動を遂行するの

に必要な条件を確保すべきです。これらの条件には、適切な要員の確保、訓練と再訓練、支援および

適切なレベルの経営幹部との直接接触が含まれるべきです。 

 

9. 容認できる産業保健活動に対する基本的要求事項には、さらに、しばしば国内法規によって規

定されているように、職場への自由な立ち入り、試料を採取し作業環境を評価する権限、職務分析の

実施、調査への参加が含まれ、また事業場内の産業安全保健基準の実施に関する所管機関との協議が

含まれます。雇用保障と健康保護、情報を知る権利と機密保持、個人的利害と集団的利害との衝突な

どのように互いに競合することがある諸目的を同時に追求することから生じる倫理上のディレンマ

にたいしては、特別な注意を払うべきです。 

 

10. 産業保健活動はＩＬＯとＷＨＯによって1950年に定義され、1995年にＩＬＯ／ＷＨＯ合同産

業保健委員会によって次のように更新された、産業保健の諸目標を満たすべきです。 

 産業保健は、以下の点を目標とすべきです。すなわち、すべての職業における労働者の身体

的、精神的および社会的な良好状態の促進と維持、労働者の労働条件によって起こされる健

康からの逸脱の防止、健康に有害な諸要因から生じるリスクにたいする雇用労働者の保護、

労働者の生理的および心理的能力に適合した就業環境内への労働者の配置と維持、そして、

要約すれば、作業の人への適合と各人のその職務への適合です。産業保健における主な力点

は、3つの異なる目的にあります―（Ｉ）労働者の健康と労働能力の維持と増進、（ＩＩ）

安全保健を促進する作業環境と作業の改善、（ＩＩＩ）労働における健康と安全を支え、そ

れにより健全な社会的風土と円滑な操業を推進し、かつ事業場の生産性を向上させるための

作業組織と労働文化の発展です。労働文化の概念は、この文脈では、当該事業場のもつ本質

的な価値体系を反映したものを意味しています。このような文化は、実践上は、その事業場

の経営システム、人事方針、参加のための諸原則、訓練方針と品質管理に反映されます。 

 

11. 産業保健活動の中心的な目的が、職業性および作業関連疾病と傷害の一次予防にあることは、

強調しすぎることはありません。このような活動は科学的倫理的および技術的見地からみて適切で、

知識に基づいていて、健全なものであるよう、またその事業場内の職業性リスクと当該労働者集団の

産業保健ニーズとにとっても適切なものであるよう確保するために、制御された条件下と組織された

枠組み内で―できれば専門職による産業保健サービスを関与させて―行われるべきです。 

 

12. 健全な産業保健活動の目的は、単に評価を行いサービスを提供することだけではなく、労働

者の健康とその作業能力を、それらを保護し維持し増進させる視点で配慮していくことを意味すると

ますます理解されています。この産業保健上の配慮と健康増進に向けたアプローチでは、予防的健康

配慮、健康増進、治療のための医療、救急処置、リハビリテーションおよび必要に応じた補償を含み、

また回復と労働環境への復帰のための基本方針を含む包括的で一貫した方法により、労働者の健康と

かれらの人間的社会的ニーズを取り上げます。同様に、産業保健、環境保健、品質管理、製品安全と
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受託責任、公衆衛生と地域保健、警備の間の関連性を考慮に入れる重要性がますます理解されるよう

になっています。この基本方針は、産業安全保健に関するマネジメントシステムの発展を促進するも

のであり、クリーンテクノロジーの選択に役立ち、また、持続可能で、公正で、社会的に有用であっ

て、人間的ニーズに応じた発展を達成するために、生産する人々および保護する人々との連携に力点

をおいています。 

 

 

基本原則 

 

以下の３つのパラグラフは、「産業保健専門職のための国際倫理コード」が基づいている倫理と価

値の原則を要約しています。 

産業保健の目的は、個人および集団としての労働者の健康と社会的な良好状態に役立つことにあり

ます。産業保健活動は、最高の専門的水準と倫理原則とにしたがって遂行されなければなりません。

産業保健専門職は、環境保健と地域保健とに寄与しなければなりません。 

産業保健専門職の任務は、労働者の生命と健康の保護、人間的尊厳の尊重、産業保健方針とプログ

ラムにおける最高の倫理原則の推進を含みます。専門職としての行動における整合性、公平性と健康

データの機密保持および労働者のプライバシー保護は、これらの任務の一部です。 

産業保健専門職は、その機能の遂行において専門職としての完全な独立性を保たなければならない

専門家です。彼らは、その任務に必要な専門能力を修得し維持しなければならず、良好な実践と専門

職倫理とに従ってその課題を遂行できる条件を要求しなければなりません。 
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産業保健専門職の任務と義務 

 

目標と助言機能 1. 産業保健活動の主要な目標は、労働者の健康の保護と増進、安全で

健康な作業環境の推進、労働者の労働能力と雇用機会の保護です。こ

の目標を追求するに当たって、産業保健専門職は、妥当性が確かめら

れているリスク評価法を用い、効果的な予防対策を提案し、その実施

をフォローアップしなければなりません。産業保健専門職は、事業者

が産業安全保健分野における責任を果たせるよう、また労働者がその

労働に関連した健康の保護と増進を図れるよう、専門的で率直な助言

を提供しなければなりません。安全衛生委員会が存在するところでは、

産業保健専門職は、委員会との直接接触を保つべきです。 

 

知識と専門性 2. 産業保健専門職は、作業と作業環境に精通し、その専門能力を向上

させるよう、そして、科学的技術的知識と職業性の危険有害要因およ

び関連リスクを排除ないし最小化するための最も効率的な手段につい

て熟知するように、たえず努めなければなりません。その力点は、方

針、設計、クリーンテクノロジーの選択、工学的制御策、作業組織お

よび作業場の労働者への適応に関する一次予防におかれなければなら

ないので、産業保健専門職は、定期的および日常的に可能な限り職場

を訪問しなければならず、行われている作業について労働者および経

営者と協議しなければなりません。 

 

方針とプログラムの策定 3. 産業保健専門職は、労働者の健康に影響する可能性がある職場要因

に関して経営者と労働者に助言しなければなりません。職業性危険有

害要因のリスク評価は、産業安全保健方針の確立に、また事業場と作

業場のニーズに適合した予防プログラムの確立につながるものでなけ

ればなりません。産業保健専門職は、現在利用できる科学的技術的知

識に基づいて、また作業組織と作業環境の知識に基づいて、このよう

な方針とプログラムを提案しなければなりません。産業保健専門職は、

産業安全保健にかかわる危険有害要因のモニタリングと管理のための

対策およびその失敗時に影響を最小化するための対策を適切に含む予

防プログラムについて助言するために、要求される技能と必要な専門

性を有しているよう確保しなければなりません。 

  

予防と迅速な行動の重要性 4.技術的に適切で実施が容易で簡潔な予防措置の迅速な適用に、特別

の配慮が払われるべきです。さらに評価を行って、これらの措置が有

効であるかどうか、またはより完全な解決策が必要であるかを点検し

なければなりません。職業性危険有害要因の影響度合いについて疑念

が存在する場合は、十分に警戒的な予防措置を直ちに考慮し、必要に

応じて実施しなければなりません。その関連する危険有害要因または

リスクについて不確実であるか、異なった意見がある場合は、産業保

健専門職は、その行った評価についてすべての関係者にたいして透明

性を保ち、あいまいさを避けて自分の意見を伝え、必要に応じて他の

専門職に意見を求めなければなりません。 

 

是正措置のフォローアップ 5. 過度のリスクを排除し、あるいは健康または安全にたいする危険が

存在する証拠のある状況を是正するための適切な処置をとることが拒
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絶されたり躊躇されたりする場合には、産業保健専門職は、可能な限

り迅速に、適切な経営幹部にたいして、その懸念を文書で明らかにし

なければなりません。そのさい、科学的知識を考慮に入れる必要性と、

曝露限界を含む健康保護基準を適用する必要性とを強調するようにし、

また法規を適用して雇用する労働者の健康を保護する義務が事業者に

あることを指摘すべきです。常に、当該労働者とその企業の労働者代

表に情報を伝え、必要な場合は所管機関に連絡すべきです。 

 

安全保健に関する情報 6. 産業保健専門職は、いかなる事実も包み隠さずに予防手段を強調す

る客観的で理解できる方法で、曝露される可能性のある職業性危険有

害要因に関して労働者に情報を伝えることに寄与しなければなりませ

ん。産業保健専門職は、管理者と労働者に安全保健に関する適切な情

報と訓練が確保されるよう、事業者および労働者とその代表と協力し

なければなりません。産業保健専門職は、職場における既知および疑

いのある職業性危険有害要因に関する科学的な確実性または不確実性

の度合いについて、事業者および労働者とその代表に適切な情報を提

供しなければなりません。 

 

商業上の機密 7. 産業保健専門職は、その活動の遂行にさいして入手する業務上ない

し商業上の機密を漏らさない義務を有します。しかし、労働者あるい

は地域社会の安全と健康を保護するために必要な情報を差し止めては

なりません。必要であれば、産業保健専門職は、関連法規の執行を監

督する所管機関と協議しなければなりません。 

 

健康サーベイランス 8. 健康サーベイランスの産業保健上の目的、方法と手順は、明確に

定められていなければならず、そのさい、この点に関する情報を伝え

なければならない労働者への作業場の適応を優先させなければなりま

せん。これらの方法と手順の適合性と妥当性を評価しなければなりま

せん。このサーベイランスは、労働者に説明し同意を得て実施されな

ければなりません。スクリーニングと健康サーベイランスプログラム

に参加することで生じうる利益と不利益とについて、この同意を得る

過程の一部として話し合うべきです。この健康サーベイランスは所管

機関によって認可された産業保健専門職によって実施されなければな

りません。 

 

労働者にたいする情報 9. 健康サーベイランスの枠組み内で行われた健康診断の結果は、当該

労働者に通知されなくてはなりません。当該職務への適性の判定は、

それが必要とされる場合は、職務要求と作業場所とに関する十分な知

識に基づいていなければならず、また労働者の健康評価に基づいてい

なければなりません。労働者は、自らの利益に反すると感じる作業適

性に関する結論にたいして反論する機会のあることを知らされなけれ

ばなりません。この点に関する再審査のための請求手順は確立されて

いなければなりません。 

 

事業者にたいする情報 10. 国内法規により定められた健康診断の結果を経営者に伝えるに当

たっては、予定される作業への適性に関してか、あるいは作業課題の

割り当てないし職業性危険有害要因への曝露についての医学的な見地
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から必要とされる就業制限に関してのみ、伝えるようにしなければな

りません。そのさい、作業課題と労働条件を当該労働者の能力に適合

させる提案に力点をおくべきです。作業適性に関する一般情報、ある

いは健康または作業上の危険有害要因が健康に与えうる影響に関する

一般情報は、その労働者の健康を保護するために必要な場合にかぎり、

当該労働者に説明し合意を得て提供することができます。 

 

第三者にたいする危険 11. 労働者の健康状態と遂行される作業課題の性質からみて、他者の

安全を危険にさらす可能性が大きい場合には、当該労働者はその状況

に関して明確に知らされていなければなりません。特に危険有害な状

況の場合には、他の人々を保護するために必要な対策について経営者

に伝えなければならず、そして国内規則に定めがある場合には所管機

関にも通知しなければなりません。その助言に当たって、産業保健専

門職は、当該労働者の雇用を、危険にさらされる可能性がある他者の

安全保健と調和させるよう努めなければなりません。 

 

生物学的モニタリングと検査   12. 生物学的試験とその他の検査は、その感度、特異度と的中率

を適切に考慮した上で、当該労働者の健康保護にたいする妥当性と適

合性の見地から、選択されなければなりません。産業保健専門職は、

信頼性が低いか、または作業割当ての要求事項に関して十分な予測上

の意義をもたないスクリーニングテストないし検査を用いてはなりま

せん。選択することが可能で適切である場合には、非侵襲的な方法と、

当該労働者の健康にいかなる危険も伴わない検査とが優先されるべき

です。侵襲的あるいは当該労働者の健康にたいするリスクを伴う検査

は、その労働者にとっての利益とリスクの評価が行われた後にのみ勧

めることができます。このような検査は、労働者に説明し合意を得る

ことを条件とし、最高の専門水準に従って実施されなければなりませ

ん。保険業務上の理由、または保険請求に関連してその検査を正当化

することはできません。 

 

健康増進 13. 健康教育、健康増進、スクリーニング検査および公衆衛生プログ

ラムに従事するさいは、産業保健専門職は、その計画と実施に事業者

と労働者の双方の参加を求めなければなりません。また、産業保健専

門職は、労働者の個人的健康データの機密を保護し、その誤用を防止

しなくてはなりません。 

 

地域社会と環境の保護 14. 産業保健専門職は、地域社会と環境の保護に関連した役割を認識

していなければなりません。環境保健と公衆衛生に寄与する見地から、

産業保健専門職は、企業内の操業ないし工程から生じているか、また

は、結果として生じうる職業性および環境性危険有害要因を、予防の

目的ですすんで確認し、評価し、通告し、助言し、そして必要に応じ

てそれらに参加しなければなりません。 

 

科学的知識への寄与 15. 産業保健専門職は、新しい、あるいは疑いのある職業性危険有害

要因に関して、科学界に、また公衆衛生および労働所管機関に、客観

的に報告しなければなりません。研究にかかわる産業保健専門職は、

確固とした科学的基盤に基づき、完全な職業的独立性をもって、その
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研究活動を計画し実施しなければなりません。そして、必要なさいに

は、独立した倫理委員会による評価を含めて、研究活動と医学研究と

に伴う倫理原則を順守しなければなりません。 

 

 

産業保健専門職の機能遂行の条件 

 

専門能力、整合性と公平性   16. 産業保健専門職は、第一義的な関心事項として、労働者の健康

と安全の利益のために常に行動しなければなりません。産業保健専門

職は、科学知識と技術的専門能力とに基づいてその判断を下さなけれ

ばならず、必要に応じて分野別専門家の助言を求めなければなりませ

ん。産業保健専門職は、その整合性と公平性についての信頼を脅かす

おそれがあるいかなる判断、助言ないし活動も行ってはなりません。 

 

専門職としての独立性 17.産業保健専門職は、その機能の遂行にさいして、専門職としての完

全な独立性を追求して維持し、守秘義務を守らなければなりません。

産業保健専門職は、どのような状況においても、その判断と意見表明

が、利害の対立によって影響を受けることがあってはならず、特に、

健康ないし安全に危険が及ぶ証拠を呈する職業性危険有害要因と状況

に関して、企業内の事業者、労働者ないしその代表に助言する場合に

影響を受けることがあってはなりません。 

 

公正、非差別と 18. 産業保健専門職は、産業保健サービスを提供する人々と 

コミュニケーション の間に、信任、信頼と公正に基づく関係を築かなければなりません。

すべての労働者は、健康状態、信条、あるいは産業保健専門職への相

談につながった理由に関してのいかなる形態の差別もなしに、公正に

取り扱われなければなりません。産業保健専門職は、専門職間に、企

業内の作業条件、作業組織、作業環境に関して最高レベルでの意思決

定に責任を負う経営幹部との間に、また労働者代表との間に、明確な

コミュニケーションの経路を確立し、維持しなければなりません。 

 

雇用契約における倫理条項    19. 産業保健専門職は、倫理に関する条項が自らの雇用契約に含まれ

るよう要求しなければなりません。この倫理に関する条項は、特に、

産業保健専門職が専門水準と指針ならびに倫理コードを適用する権利

を含むべきです。産業保健専門職は、望まれる専門水準と倫理原則に

従った機能の遂行を妨げる産業保健活動の条件を受け入れてはなりま

せん。雇用契約には、法的、契約上および倫理上の側面に関する原則

と、利害の対立、記録の入手と特に機密保持に関する原則とを含むべ

きです。産業保健専門職は、その雇用ないし業務契約が、専門職とし

ての独立性を制限する可能性がある条項を含むことのないよう確保し

なければなりません。契約条件について疑いがある場合には、法的助

言を求めなければならず、必要に応じて所管機関と協議しなければな

りません。 
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記録 20. 産業保健専門職は、企業内の産業保健問題を確認する目的のため

に、十分な機密保持を保ちながら、正確な記録を維持しなければなり

ません。この記録には、作業環境サーベイランス、雇用歴および職業

性暴露歴などの個人データ、職業性危険有害要因への暴露に関する個

人モニタリングの結果と作業適性証明書などの産業保健データに関連

するデータが含まれます。労働者は、作業環境サーベイランスに関す

るデータ、および自分の産業保健上の記録を閲覧することができなけ

ればなりません。 

 

医学上の機密保持 21. 個人の医学的データと医学的検査の結果は、産業医ないし産業看

護職の責任の下で厳重に保管される医療ファイルに記録されなければ

なりません。医療ファイルの閲覧、伝達、開示は、医学的データに関

する国内法規が存在する場合にはその法規の適用を受け、また保健専

門職および医師のための関係国内倫理コードの適用を受けます。これ

らのファイルに含まれる情報は、産業保健上の目的のためにのみ用い

なければなりません。 

 

集団的健康データ 22. 個人が特定される可能性がない場合、労働者に関する集団的健康

データに関する情報は、経営者と企業内の労働者代表にたいして、ま

た、安全衛生委員会があれば、当委員会にたいして、曝露労働者集団

の健康と安全を保護するための任務を援助するために、開示すること

ができます。職業性傷害と作業関連疾病は、国内法規に従い所管機関

に報告されなければなりません。 

 

保健専門職との関係 23. 産業保健専門職は、作業に関連した労働者の健康の保護、維持ま

たは増進に関係がなく、また労働者集団の健康全般に関係のない個人

情報を求めてはなりません。産業医は、当該労働者の健康を保護し、

維持し、増進させる目的のためにのみ、その労働者に説明し同意を得

たうえで、その労働者の主治医ないし病院医療スタッフから追加的な

医学的情報またはデータを求めることができます。その場合、産業医

は、労働者の主治医あるいは病院医療スタッフに、自らの役割とその

医学的情報またはデータが必要とされる目的とを知らせなければなり

ません。産業医ないし産業看護職は、必要な場合に、関連する健康デ

ータについて、また労働者の健康状態からみて特定のリスクを呈する

危険有害要因、職業性曝露と就業上の制約事項について、労働者の同

意を得て労働者の主治医に知らせることができます。 

 

乱用の防止 24. 産業保健専門職は、労働者に関する健康データと医学的データの

機密性の保護に当たって、他の保健専門職と協力しなければなりませ

ん。産業保健専門職は、このコードに含まれる倫理原則に反している

と考えられる手順と慣行とを確認し、評価し、関係者に指摘しなけれ

ばならず、必要な場合に所管機関に知らせなければなりません。この

ことは、とりわけ、産業保健データを誤用または乱用する場合、所見

を隠すかまたは差し止める場合、医療上の機密保持に違反する場合、

あるいは特にコンピュータ上の情報に関して記録の保護が不適切であ

る場合にあてはまります。 
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労使との関係 25. 産業保健専門職は、人間的尊厳を守るために必要な医学上の守秘

義務と産業保健活動の適切さと有効性の向上のために専門職としての

完全な独立性を保ち積極的関与を図る必要性について事業者、労働者

とその代表の認識を高めるようにしなければなりません。 

 

倫理と専門的監査の推進 26. 産業保健専門職は、産業保健活動における最高の倫理水準を達成

するために、事業者、労働者とその組織ならびに所管機関の支持と協

力を求めなければなりません。適切な水準が設定され、それらが満た

され、欠陥があればそれを見つけて修正されるよう確保するために、

そして専門職としてたえず専門的活動の向上を図る手段が講じられる

よう確保するために、自らの活動を専門的に監査するプログラムを確

立しなければなりません。 
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